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京田辺市立図書館サービスアクションプランの策定に係る    

パブリックコメント結果 
 

 

 

 

 

 

（１）案件名     京田辺市立図書館サービスアクションプラン（案）  

（２）募集期間    令和８年１月１６日（金）から令和８年２月１５日（日）まで 

（３）意見提出者   ９名 

（４）意見の数    ３２件 

（５）意見への対応内訳 

対応区分 件数 

計画に追加又は修正するもの（追加・修正） ０件 

計画に趣旨を記載済みのもの（趣旨記載） １３件 

計画の実施段階で参考とするもの（参考） ８件 

その他 １１件 

合計 ３２件 
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整理番号 ご意見の概要 対応 ご意見に対する考え方 

１ 

共働き家庭が増加する中、平日に図書館を利

用することが難しい世帯も多く、図書館は主

に土日のお休みに利用する公共施設となって

います。そのため、休日に「行ってみたい」

「家族で過ごしたい」と感じられる空間づく

りは、利用促進の観点からも重要だと考えま

す。例えば、奈良県三郷町にある奈良おもち

ゃ美術館のように、木材を多く使った温かみ

のある空間は、子どもが安心して過ごせるだ

けでなく、保護者にとっても心が落ち着く癒

やしの環境となります。このような要素を取

り入れた空間づくりは、本素案で示されてい

る「居心地のよい図書館」という方向性とも

合致していると考えます。 

趣 旨 記

載 

Ｐ２３の「居心地のよい空間づくり」に記載していま

すとおり、様々な世代が訪れたくなる空間となるよ

う、現在の施設でできること、複合型公共施設で可能

なことを整理して検討し、いただいたご意見や他の図

書館の取組も参考にしながら、市民の皆さんが心地よ

く利用していただける図書館サービスを目指し取り組

んでまいります。 

２ 

京都市の漢字博物館・図書館のように、見

て・触れて・体験しながら学べる展示や仕組

みがあれば、子どもが自然に学びに親しみ、

その体験が読書や調べ学習へとつながるきっ

かけになると思います。図書館機能と体験型

の学びを組み合わせる取組は、子どもの興味

関心を広げる上でも有効ではないでしょう

か。 

参考 いただいたご意見も参考に様々な機関と連携しなが

ら、子どもが本に親しみを持てるような体験型の行事

や取組についても検討し、読書や調べ学習へと繋がる

きっかけづくりを進めてまいります。 

３ 

カフェ併設などにより、子どもと保護者がそ

れぞれ心地よく過ごせる工夫があれば、休日

の滞在時間が延び、図書館が「目的がなくて

も立ち寄れる場所」になることが期待できま

趣 旨 記

載 

Ｐ２３の「居心地のよい空間づくり」に記載していま

すとおり、図書館は誰もが気軽に立ち寄れる場所とし

ての役割も担っています。限られたスペースの中、図

書館が市民にとって使いやすく居心地のよい空間とな
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す。 るよう改善を進めてまいります。また、複合型公共施

設への移転の際には、レイアウトやゾーニングの見直

しを行い、ゆったりと快適に過ごせる環境づくりを行

ってまいります。 

４ 

複合施設の中に入ることになると思うが、図

書館だけを利用する人用に、駐車場と近くが

良いと思う。（できれば今の場所のままがいい

ですが。） 

その他 複合型公共施設の駐車場については、敷地内で利用者

の導線にも配慮して整備します。 

５ 

平日・休日共に開館時間をもう少し長くして 

ほしい。９：００～１９：００までとか。 

平日２０時まであいていたら、働いている方 

でもよりやすいと思う。学校が長期休みの期 

間や夏は、８：００～あけてもらいたい。 

趣 旨 記

載 

Ｐ３０の「継続的な職員の確保と新たな管理運営体制

の確立」に記載していますとおり、様々なニーズ・サ

ービスに対応するために、今後、運営の見直しも含め

検討を行ってまいります。 

６ 

本を借りるとき一冊ずつバーコードで読み取 

るのではなく、ＩＣチップみたいなので読み 

とってまとめて読みとれると借りる時の手続 

きの時間や手間が少なくなると思う。（そうい 

うところもある。） 

趣 旨 記

載 

Ｐ２７の「機器導入による利便性の向上」に記載して

いますとおり、図書館サービスを利用しやすくするた

めに、ＩＣタグを使用した機器の導入の検討を行い、

誰もが安心して使える図書館を目指してまいります。 

７ 

本の盗難防止対策をしっかり取り入れてほし

い。例えばＩＣチップをはりつけて、貸し出

し手続きが終わっていないのに図書館を出よ

うとすればブザーがなるとか。 

趣 旨 記

載 

８ 

サービスアクションプランについて一般市民

としては、上層部の思いや計画、またそれに

対する進行計画等の情報（意味や定義それに

到った結論→理由→参考具体例）から戻った

意見、結論がまったくとし市民に伝わら 

その他 現在まで京田辺市立図書館としての理念などが示され

た計画等がなかったことから、図書館協議会や社会教

育委員会議で内容を協議していただき、今回のパブリ

ックコメント実施に至ったものです。図書館の目指す

姿や使命を示すことで、運営やサービスの見直しを行
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ず、判断材料（どうしたいのか）等がわから 

ない。 

い充実させていくために、複合型公共施設への移転も

含めた中・長期的な取組について本プランに沿った検

討を行ってまいります。 

９ 

いい物（新しい図書館）できたからどんどん 

利用してや！では困りますし、現職員（正 

規）に慣れ親しんだ職員、市民、その他の 

人々が今以上に親しみ、ふれ合う、親近感、 

愛着など温かいニュアンスを大切に育んでス 

マホの情報以上に図書の情報をもっとわかり 

やすくしてほしい 

参考 これまでからご利用いただいている方も、新たにご利

用される方も満足度の高い図書館サービスを提供する

ことを目指し、いただいたご意見も参考にした取組に

ついて検討してまいります。 

１０ 

今回のサービスアクションプラン、情報等は 

どのくらい市民に伝わっているのか、数値で 

知らせてほしい。 

その他 今回のパブリックコメントには、９名から３２件のご

意見をいただいております。今後、より多くの市民に

認識していただけるよう、本プランに沿った取組を進

めてまいります。 

１１ 

今までに多くの知識、経験、手際よさ等慣れ

親しんだ現職員だからこそできることがもし

なくなるようであれば、心残りで残念！にな

らないよう、ご配慮頂ければ幸いです。 

趣 旨 記

載 

Ｐ３０の「継続的な職員の確保と新たな管理運営体制

の確立」に記載していますとおり、多くの利用者から

高い評価をいただいております利用者とコミュニケー

ションを取りながらニーズを丁寧にくみ取るサービス

などを含め、長年積み重ねてきた本市立図書館の良さ

を継承し、さらなるサービスの拡充が可能となる管理

運営体制を検討してまいります。 

１２ 

現状の課題は理解できますが、具体的な取り

組み計画である（令和８年～１２年度）の中

において、どこまでが現在の中央館でアクシ

ョンを起こせるのか？複合施設へ移転後のア

クションなのかが曖昧に感じます。具体的な

取り組み計画、前期（令和８年度～１２年 

その他 Ｐ２０に示した５つのアクションを進める中で、可能

な限り内容を明確にしてまいりますが、まずは現施設

での限られた場所、広さ、人員で実現できることを工

夫しながら取組を進めるとともに、複合型公共を見据

えたサービスの拡充について検討してまいります。 
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度）後期、移転後にできるアクションを明確 

にしてほしいです。 

１３ 

成果指標において、現状における図書館職員

の実態を見て感じることは、今以上の目標値

を定めるのであれば、職員の増員が必要不可

欠であると感じます。 

趣 旨 記

載 

Ｐ３０の「継続的な職員の確保と新たな管理運営体制

の確立」に記載していますとおり、本市立図書館とし

ての課題や強みを分析した上で、市としてどのように

サービスを配置し直すのかを考え、専門性の高い職員

の育成とその力を発揮できる管理運営体制について検

討してまいります。 

１４ 

成果指標７ 学校との調べ学習・読書活動を

実施した数では、数値目標も大切かも知れま

せんが、オンラインを利用して、学校司書と

連携し、いつでも、どこでも学校図書館とつ

ながることが出来るのではないでしょうか。 

趣 旨 記

載 

Ｐ２８の「学校・学校図書室及び大学・大学図書館と

の連携」に記載していますとおり、学校図書館司書と

の連携会議などを最大限活用し、学校との連携を密に

取りながらより効果的な取組を検討し、読書活動の推

進や調べ学習の支援をしてまいります。 

１５ 

年齢別の利用状況や、曜日、時間帯の利用状

況などのデータ作成、細かなアンケートの実

施などで調査をし、滞在型図書館へ移行して

いく施策も必要に感じます。 

参考 Ｐ２３の「居心地のよい空間づくり」に記載している

取組を実施していくうえで、いただいたご意見も参考

にしながら検討してまいります。 

１６ 

「目指す姿」としてすべての市民が利用した

くなる図書館と示されているのは素晴らしい

と思います。その図書館をすべての市民が利

用する為にはアクセスは大きな問題と思われ

ます。移動図書館車は図書館から遠い地域に

本を届けていますが、積載の本の数を考えれ

ば限界は明らかで、願わくば、南部の分館と

して京田辺市立図書館網としての整備にまで

広がっていくよう願ってやみません。 

その他 Ｐ２０に示した５つのアクションを進める中で、市全

体での図書館サービスの配置や展開を見直してまいり

ます。 

なお、南部地域への新たな施設の設置につきまして

は、本市全体の公共施設管理として検討事項であると

認識しております。 
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１７ 

開館時間の延長について考える際には、「と

りあえず開けておけばいい」というものでは

なく、例えば昨今の夏の異常な暑さを考える

と、夏の間だけ９時から開けるとか、或いは

毎日ではなく週に１回とか限定して、通常と

同等の水準のサービスの提供をするなど慎重

に検討していただきたいと思います。 

参考 Ｐ３０の「継続的な職員の確保と新たな管理運営体制

の確立」に記載していますとおり、様々なニーズ・サ

ービスに対応するために、いただいたご意見も参考に

しながら利用の状況も含めた検証を行い、今後のサー

ビス提供と管理運営体制について検討してまいりま

す。 

１８ 

市の図書購入費、本の購入計画、本の購入決

定の仕方など、説明会をしていただけたらと

思います。 

その他 説明会を実施する予定はございませんが、近年の本市

立図書館の図書購入費は、年間１，８００万円程度と

なっております。なお、本プラン策定後に改めて今後

の蔵書構成の指針となる蔵書計画を策定いたしますの

で、両計画を公表することでお示ししてまいりたいと

考えております。 

１９ 

新しく市史資料集が出されました。図書館主

催で各分野とか各年代とか区切り、９０分程

度の講座か学習会とか設けていただけたらと

思います。本との距離が近くなると思いま

す。 

参考 図書館では毎年講座を開催しております。いただいた

ご意見も参考にし、市民の皆さんが心豊かに生きがい

を見つけることができるような、さまざまな講座を企

画・開催してまいります。 

２０ 

ギャラリーの展示会のうち、説明があると理

解が深まるものもあると思います。「ギャラ

リー・トーク」なども設けるといいのではな

いかと思います。 

その他 ギャラリーの展示については、各団体及び個人が展示

などを行っておられるため、その方々に今後の活動の

参考になるように、ご意見があったことをお伝えしま

す。 

２１ 

新しい市庁・図書館等が計画されています

が、いつ説明会はあるのでしょうか。 

その他 複合型公共施設基本計画の策定中であり、同計画検討

懇話会での意見交換の状況やパブリックコメントにあ

たり計画（案）を公表しているところです。 

今後も施設整備事業の進捗に応じて、市広報紙やホー

ムページ等を通じて、広く周知、説明をしてまいりま
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す。 

２２ 

アクセスの利便性を求めます。 

京田辺駅、新田辺駅より遠くなることから、

路線バスの駅－複合施設間を無料にする。イ

ベント開催時は無料シャトルバスを運行す

る。駐車場から施設内まで雨に濡れずにすむ

対策など。 

その他 複合型公共施設の建設地は、ＪＲ京田辺駅から約５０

０ｍと徒歩で利用可能な位置にあり、広い歩道の整備

により、安全で快適な歩行経路が確保されます。 

バスの運行については、敷地に隣接してバス停を設置

する計画であり、今後、バス事業者と調整してまいり

ます。 

駐車場と施設の間の雨避け施設については、施設全体

の整備コストとの兼ね合いもあることから、慎重な検

討が必要と考えています。 

２３ 

図書館のコア業務は市直営で行うことを求 

めます。 

図書館は行政サービスそのものであり、その

根幹をなす業務（中核的な判断・企画／部署

を超える業務や企画／現場感覚・利用者との

コミュニケーションが得られる業務など）は

公共性・公平性・中立性・専門性・継続性・

個人情報の取り扱い・思想 信条の多様性保

障の観点や、継続的な職員育成面から、市職

員（司書資格を有する者を中心とした専門

職）が担うべきです。 

趣 旨 記

載 

Ｐ３０の「継続的な職員の確保と新たな管理運営体制

の確立」に記載していますとおり、図書館の運営につ

いては、資料提供やレファレンスをはじめとする市民

サービスの向上を図るために、質の確保と利用のしや

すさの両立を目指した管理運営体制について検討して

まいります。 

 

２４ 

民間委託では、売上・利益・スポンサー・契

約期間（更新ごとに人が入れ替わる）などの

影響を受け、蔵書構築の公共・公平性が損な

われ、知の蓄積も断絶する恐れがあります。

短期的なコスト削減に見えても、長期的には

図書館の質や市民サービスの低下、市の文化

趣 旨 記

載 

Ｐ２０の「魅力あるコレクションの構築」に記載して

いますとおり、スキルを生かしたニーズ把握など、長

年積み重ねてきた本市立図書館の良さを継承するた

め、本プラン策定後に改めて今後の蔵書構成の指針と

なる蔵書計画を策定いたしますので、今後の図書館資

料の構築につきましても、その方向性に沿った蔵書と
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レベルの低下、追加コストの発生、無責任な

蔵書構築につながる可能性が高いと考えられ

ます。 

なるよう努めてまいります。 

２５ 

民間委託は「周辺業務」に限定することを 

求めます。 

民間活力を活かすこと自体には賛同いたしま

す。しかし、それは効率性が発揮されやす

く、図書館の公共性・公平性などを損なうこ 

とのない非コアに限定することが重要です。 

民間運営委託では、蔵書構築の責任主体が曖 

昧になり、「売れる本・委託企業に不利でな 

い本」に偏る、「集客優先・商業イベント 

化」で貸出数・入館者数の不正水増しのリス 

クがあります。 

趣 旨 記

載 

Ｐ３０の「継続的な職員の確保と新たな管理運営体制

の確立」に記載していますとおり、市としてどのよう

にサービスを配置し直すのかを考え、長年積み重ねて

きた本市立図書館の良さを継承し、さらなるサービス

の拡充が可能となる管理運営体制を検討してまいりま

す。 

２６ 

中央図書館の移設後の跡地の有効活用まで 

含めたサービスを求めます。 

現中央図書館の立地は、ＪＲ京田辺、近鉄新

田辺にも近く、学生・社会人・子育てファミ

リー・障がい者・高齢者らにとってもアクセ

スしやすく気軽に立ち寄れ、短時間利用も可

能で、また、災害にも強いエリアです。新中

央図書館が、「滞在型・大型施設」なら、跡

地は「軽量で機動的なサービス・居場所」を

担うと相互補完が成立し、新中央図書館のサ

ービスの一環として機能します。 

駅前サテライト図書館／学習・交流スペース

／子育て支援拠点／高齢者の居場所／災害対

その他 中央図書館の立地については、ご指摘のとおり利便性

の良い場所であり、跡地に関しましては、市の貴重な

資源・財産であることから、引き続き有効に活用でき

るよう検討してまいります。 
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策拠点 

２７ 

市の正職員としての図書館司書の（新規・中

途・再）採用が急がれます。人事の育成には

しっかりと予算をあてるべきです。何をおい

てもこれが喫緊の課題。英断をお願いしま 

す。 

趣 旨 記

載 

Ｐ３０の「継続的な職員の確保と新たな管理運営体制

の確立」に記載していますとおり、本市立図書館とし

ての課題や強みを分析した上で、市としてどのように

サービスを配置し直すのかを考え、専門性の高い職員

の育成とその力を発揮できる管理運営体制について検

討してまいります。 

２８ 

移動図書館は、子どもが小さいときから利用

させてもらったが、赤ん坊がいるときはかな

り役に立った。これから育児をする世代もま

だまだ多いと思うので、移動図書館は継続し

て（充実させて）ほしい。 

趣 旨 記

載 

Ｐ２６の「市立図書館全体としての機能強化」に記載

していますとおり、移動図書館は、京田辺市全域を対

象とするサービスとして巡回を行っております。来館

が難しい地域や世帯、施設に本を届け、また、高齢者

や子育て世代の交流の場としても機能しております。

今後も移動図書館は継続する予定としておりますの

で、巡回場所などについて見直しを行いながらより利

用しやすいサービスとなるよう検討してまいります。 

２９ 

図書館への導線の一つとして、図書館の中に

近隣の小学生や幼稚園から絵画や書道・工作

の作品を募集し、飾ってはどうか。（カレン

ダーなら定期的に飾れる。確か、精華町の図

書館がやっていたと思います。） 

参考 幼稚園や小・中学校、地域団体等と協力・連携しなが

ら、いただいたご意見も参考に、子どもたちが本に親

しみを持ち、読書の楽しみを知ることができる仕掛け

づくりを検討してまいります。 

３０ 

お寺や教会の前に掲示している伝導掲示板の

ように、好きな言葉を紹介してもらい、ボラ

ンティアサークルや大学生の学生（書道サー

クル等）に字を書いてもらってはどうか。 

参考 

３１ 
カウンターや移動図書館で、これまでに様々

な本の探し方や相談や本の紹介をしていただ

き、助けていただきました。これまでのスタ

参考 これまでからご利用いただいている方も、新たにご利

用される方にも、満足度の高い図書館サービスを提供

することを目指し、より多くの市民に親しんでもらえ
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ッフの方の努力の賜物だと思います。これら

の取り組み（レファレンス）についてあまり

知らない方もいると思われるので、積極的な

外部での活動紹介を市での広報活動をしては

いかがでしょうか。 

るよういただいたご意見も参考にした広報活動につい

て検討してまいります。 

３２ 

駐車場から屋根があるといいなぁ、と何度も

思いました。（特に子どもがいた時） 

その他 中央図書館駐車場の屋根につきましては、駐車場の進

入路が狭くなるとともに、排煙窓設備の妨げや、室内

の照度低下等の問題があるため設置しておりません。

ご不便をおかけしますがご了承ください。 

 

問い合わせ先  社会教育課中央図書館 

        電  話 0774-65-2500   Ｅメール library@city.kyotanabe.lg.jp 
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